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１ 平塚市の状況 

（１） 人口及び高齢化率 

総人口の推移についてはやや減少傾向にあり、総人口に占める６５歳以上の人口比率（高齢

化率）は、神奈川県より高いものの、全国よりは低い状況にあります。それに比べ 0歳～14歳
の年少人口と１５歳～６５歳までの生産年齢人口は年々減少していることから、今後も高齢化

が進むことが予想されます。（図表１，図表２）

図表１ 年代別人口及び高齢化率の推移

ＫＤＢシステムから

神奈川県年齢別人口統計調査（平成 28 年 1月 1日現在確定値）（年齢不詳人口を除く）から

図表２ 人口統計

平塚市 神奈川県 全国 

Ｈ24 年 Ｈ25 年 Ｈ26 年 Ｈ27 年 Ｈ28 年 H28 年 

総人口（人） 260,059 259,089 257,986 256,880 256,451 9,045,111 127,030,000 

高齢化率（％） 21.9% 23･0% 24.1% 25.4% 26.1% 24.0% 26.2% 

第１章 国民健康保険加入者を取り巻く状況

（人）

神奈川県年齢別人口統計調査（平成 28 年 1月 1日現在確定値）（年齢不詳人口を除く）から
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（２） 人口及び被保険者数の推移 

本市の人口は、平成２０年以降、増減を繰り返しながらほぼ横ばいで推移してきましたが、

平成２５年度以降減少傾向に転じています。また、被保険者数及び総人口に占める国民健康保

険の加入率についても、第２期の計画期間である平成２５年度以降は、低下傾向です。

図表３ 平塚市の人口及び被保険者数の推移

平成 25 年度 平成 26 年度 平成 27 年度 平成 28 年度 

総 人 口（人） 258,262 257,535 257,213 257,109 

被保険者数（人） 74,824 72,839 69,647 65,184 

国保加入率（％） 28.97 28.28 27.08 25.35 

                                    行政概要から

（３） 死因 

標準化死亡比について、神奈川県と比較すると、男性は脳内出血が神奈川県より高く、急性

心筋梗塞、肝疾患、老衰は低くなっています。女性は、腎不全が神奈川県より高く、急性心筋

梗塞、肝疾患、老衰が低くなっています。

図表４ 疾患別標準化死亡比（平成 20年～24 年）  

                        人口動態保健所・市町村別統計から
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（４） 国民健康保険の状況 

国民健康保険の被保険者は年々減少していますが、被保険者一人当たりの医療費（医科、調

剤）については、逆に増加しています。（図表５） 

  また、年代別の国保被保険者の割合については６０歳～７４歳までが３４，３４７人と全被

保険者の約半数を占めており、医療費についても６０歳～７４歳までが、年間約１４４億円と

全体の７割を超えていることから、加齢に伴い医療費が増大していることが分かります。（図

表６）

図表５ 国民健康保険被保険者数と被保険者一人当たり医療費の推移

ＫＤＢシステムから

ＫＤＢシステムから

（万円）

（人）

図表６ 年代別の被保険者数と医療費の状況（平成２８年度）

（円）

（人）
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（５） 介護保険の状況 

介護認定率は、神奈川県及び全国と比べて低い状況にあります。（図表７）

介護認定者における有病状況については、心臓病が５５．４％で一番多いですが、神奈川県

及び全国の割合よりは低くなっています。（図表８）

図表７ 介護認定率及び１件当たり介護給付費（平成２８年度）

  平塚市 神奈川県 全国 

介護認定率（％） 19 20.2 21.2 

１件当たり介護給付費（円） 54,998 54,932 58,349 

１件当たり居宅給付費（円） 39,396 38,856 39,683 

１件当たり施設給付費（円） 284,057 283,920 281,115 

図表８ 要介護（支援）認定者の有病状況（平成２８年度）

ＫＤＢシステムから

ＫＤＢシステムから

（人）
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（６） 生活習慣病の状況

※神奈川県国民健康保険団体連合会の疾病統計を使用し、平成２８年６月診査分の診療報酬

明細書（レセプト）のうち、４０歳～７４歳までの方のデータを分析しました。

ア 受診者に占める生活習慣病患者の割合

平塚市国保の平成２８年６月診査分の医療機関受診者を、レセプトに記載のある病名か

ら生活習慣病と生活習慣病以外に分類すると、生活習慣病が４８．７％、生活習慣病以外

が５１．３％となり、生活習慣病関連疾患が全受診者の約半数を占めていることが分かり

ます。（図表９）

また、生活習慣病患者の内訳は、高血圧性疾患及び合併症が３１．４％、次いで脂質異

常症が２９．０％、糖尿病及び合併症が２１．６％となっています。（図表１０）

図表９ 受診者に占める生活習慣病患者の割合

生活習慣病患者…生活習慣病の疾患を１つでも含むレセプト１枚を１患者として集計したものです。

生活習慣病以外の患者…生活習慣病の疾患を含まないレセプト１枚を１患者として集計したものです。

図表１０ 生活習慣病患者の内訳

該当する疾患を含むレセプト１枚を１患者として集計したものです。
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イ 総医療費に占める生活習慣病の割合 

平塚市国保の平成２８年６月診査分の医療費を、生活習慣病と生活習慣病以外に分類す

ると、生活習慣病が５６．６％、生活習慣病以外が４３．４％となり、生活習慣病の医療

費が総医療費の約半数を占めていることが分かります。（図表１１）

また、生活習慣病患者の総医療費の内訳は、高血圧性疾患及び合併症が３０．１％、次

いで糖尿病及び合併症が２５．６％、脂質異常症が２０．６％となっています。（図表１２）

図表１１ 総医療費に占める生活習慣病患者の割合

総医療費…平成２８年６月診療分の医療費の合計です。

生活習慣病患者…生活習慣病の疾患を１つでも含むレセプトの医療費の合計です。

生活習慣病以外の患者…生活習慣病の疾患を含まないレセプトの医療費の合計です。

図表１２ 生活習慣病患者の総医療費の内訳

該当する疾患を含むレセプトの医療費を集計したものです。
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ウ 一人当たり（１レセプト当たり）の医療費の状況 

１か月の一人当たり（１レセプト当たり）の医療費をみると、生活習慣病以外の疾患の医

療費は平均で約２万５千円ですが、生活習慣病は約３万４千円とより高額になる傾向がある

ことが分かります。 

その中でも、とりわけ糖尿病の合併症である人工透析は、一人当たり平均は約３９万４千

円かかっており、年間にすると４７０万円を超えています。

図表１３ 疾患別一人当たりの医療費の状況

疾 患 名 人数（人） 金 額（円） 一人当たりの医療費(円)／（月） 

虚血性心疾患 2,282 122,526,960 53,693 

脳血管疾患 1,262 69,755,950 55,274 

糖尿病及び合併症 8,762 341,215,230 38,943 

合

併

症

内

訳 

糖尿病性腎症 593 28,021,870 47,254 

糖尿病性網膜症 795 22,055,160 27,742 

糖尿病性神経障害 234 12,067,320 51,570 

動脈閉塞 20 3,042,440 152,122 

人工透析 124 48,885,310 394,236 

高血圧性疾患及び合併症 12,732 401,459,720 31,532 

内

訳 
高血圧性腎臓障害 25 3,844,600 153,784 

脂質異常症（高脂血症） 11,762 274,702,740 23,355 

高尿酸血症 2,611 102,015,690 39,072 

肝機能障害 1,151 19,902,840 17,292 

生活習慣病合計 19,584 672,670,360 34,348 

生活習慣病以外の疾患 20,615 516,026,500 25,032 

合 計 40,199 1,188,696,860 29,570 

１枚のレセプトに複数の該当疾患がある場合は再掲としているため、各疾患の人数、金額、医療費の

合計は「生活習慣病の合計」の数字とは一致しません。
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エ 疾患別・年代別患者数

疾患別・年代別患者数をみると、若干のばらつきはあるものの、４０歳前後から徐々

   に上昇し始め、５０歳代後半から伸び率が急激に上昇するという傾向がみられます。

生活習慣病は、発症するまでに１０年から２０年の年月を要するともいわれるため、

   ４０歳前後から予防活動を始めることが望ましいといえます。

図表１５ 疾患別・年代別患者数                     （単位：人）

20歳以下 20～24歳 25～29歳 30～34歳 35～39歳 40～44歳 45～49歳 50～54歳 55～59歳 60～64歳 65～69歳 70～74歳

高血圧性疾患及び合併症 4 3 15 30 66 120 287 342 611 1680 4655 5037

脂質異常症 9 12 30 48 112 194 306 355 596 1503 4269 4539
糖尿病及び合併症 7 8 23 48 86 148 233 333 470 1146 3044 3388

虚血性心疾患 4 3 6 17 11 28 53 64 101 245 810 981

高尿酸血症 22 5 14 10 32 69 96 99 143 345 883 976

脳血管疾患 4 4 2 5 1 14 27 34 55 146 422 564

肝機能障害 1 0 4 4 13 26 34 58 70 170 389 404

図表１４ 疾患別・年代別患者数
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オ 生活習慣病の患者数及び医療費の推移

生活習慣病の患者数及び医療費について、平成２６年６月診査分、平成２７年６月診査分、

平成２８年６月診査分の各診療分のレセプトで、４０歳～７４歳までの方のデータを比較しまし

た。

すべての疾患で患者数は減少傾向ですが、高血圧性疾患及び合併症、糖尿病及び合併症、

脂質異常症の医療費が増加傾向にあることが分かります。

図表１６ 生活習慣病疾患別の患者数及び医療費の推移

平成２６年 平成２７年 平成２８年 

高血圧性疾患及び合併症 

患者数（人） 13,304 12,903 12,732 

医療費（円） 367,526,680 391,603,630 401,459,720 

糖尿病及び合併症 

患者数（人） 8,972 8,877 8,762 

医療費（円） 322,516,150 331,174,800 341,215,230 

脳血管疾患 

患者数（人） 1,428 1,309 1,262 

医療費（円） 76,242,070 63,049,710 69,755,950 

虚血性心疾患 

患者数（人） 2,518 2,374 2,282 

医療費（円） 133,767,590 133,358,990 122,526,960 

脂質異常症 

患者数（人） 12,289 11,933 11,762 

医療費（円） 268,825,540 261,365,170 274,702,740 

（７） メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況 

メタボリックシンドローム該当者及び予備群の状況は、６０歳以上では、高齢になるに

つれてメタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合が増加しています。

図表１７ メタボリックシンドローム該当者及び予備群の割合（年齢階級別）

                            （単位：％）

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度 

40～44歳 ２０．０ ２０．６ ２５．８ ２３．５ 

45～49歳 ２３．５ ２８．９ ２７．１ ２４．９ 

50～54歳 ２５．０ ２７．９ ２３．４ ２７．５ 

55～59歳 ２２．４ ２１．４ ２４．４ ２６．３ 

60～64歳 ２２．８ ２４．３ ２４．５ ２４．０ 

65～69歳 ２４．６ ２５．８ ２６．４ ２６．８ 

70～74歳 ２９．１ ２７．８ ２７．１ ２７．７ 

総計 ２５．８ ２６．２ ２６．２ ２６．７ 
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２ 現在の保健事業の実施状況 

事業名 開始 

年度 

事業の目的 

及び概要 

実施 

体制 

対象 

対象者 年齢 範囲 

健
康
診
査

特定健康診査 H20

年度 

【目的】生活習慣病予防・改善等 

【概要】健診結果から生活習慣病、疾

病等を早期に発見し、治療等を行う。 

医師会に

委託 

受診日時点で

平塚市国民健

康保険加入者 

40 ～ 74 対象者全

員 

特定健康診査 

未受診者受診

勧奨 

Ｈ22

年度 

【目的】受診率向上 

【概要】未受診者に対し、はがきで年間

2回受診勧奨を行う 

直営 健診対象者で

未受診者 

40 ～ 74 対象者全

員 

人間ドック費用

助成事業 

Ｈ３

年度 

【目的】疾病の早期発見等 

【概要】特定健康診査等を含む人間ドッ

クの受検者に対して、費用の一部を助

成(1万800円)し、受検結果から該当者

には、保健指導等を行う。 

医療機関

に委託 

受診日時点で

平塚市国民健

康保険加入者 

40 ～ 74 対象者全

員 

保
健
指
導

特定保健指導 H20

年度 

（積極的支援） 

【目的】生活習慣病の発症予防 

【概要】平成 27 年度：初回面談後、概

ね 1 か月ごとの電話支援等を実施。6

か月後の実施評価を行う。 

専門事

業者に委

託 

特定健診受診

結果から選定

された積極的

支援対象者 

40 ～ 64 対象者のう

ち申込み

があった者 

（動機付け支援） 

【目的】生活習慣病の発症予防

【概要】平成 27年度：初回面談後に 6
か月後の実施評価を行う。

専門事

業者に委

託 

特定健診受診

結果から選定

された動機付

け支援対象者 

40 ～ 74 

特定保健指導

利用勧奨事業 

H20

年度 

【目的】特定保健指導の利用率向上  

【概要】平成 27 年度：結果通知送付後

に電話勧奨を実施。（電話番号が把握

できない場合は、勧奨通知を送付。）申

込みがない場合は、再勧奨案内通知を

送付する。 

専門事

業者に委

託 

特定保健指導

対象者のうち

申込みがない

者   

40 ～ 74 全員 

生活習慣病重

症化予防事業

（かながわ方式

保健指導推進

事業） 

H28

年度 

【目的】糖尿病の重症化予防 

【概要】教室の参加に当たって、家庭訪

問による個別支援を実施し、本人への

動機付けを強化する。教室の運営にお

いては、参加者が食生活を中心とした

生活習慣病等の課題に自ら気付き、検

査値等を読み解きながら生活をコント

ロールする力をつけられるようにインタ

ーグループワーク等の手法を用いて支

援する。 

直営 平成２７年度こ

くほの健診の

結果 HｂA１ｃ

（NGSP 値）

6.5％以上の者 

40 ～ 69 糖尿病以

外の疾患

で優先的に

治療中でな

い者等の

条件に該

当する者 

-10-



３ 保健事業の振り返り 

振り返り 

事業名 
実施状況（H27 年度） 

※アウトプット等 
成功・推進要因 課題及び阻害要因 

健

康

診

査 

特定健康診査 発送者数 51,328 人 

実施者数 15,810 人 

法定報告受診率 33.0％ 

継続受診率 

H26→H27 79.0％ 

H25→H26→H27 69.7％ 

・毎年度受診率が伸びてい

る。 

・２年連続の継続受診率が約

8 割である。 

・40 歳代、50 歳代の受診率が 10％

台と低く、若年層は受診勧奨後も受

診に結びついていない。 

・受診者数の男女比は、男性が 4

割、女性が 6 割となっている。 

・未受診者の 6割が生活習慣病治

療中である。 

・3 年連続して未受診の者が健診対

象者の約 6 割を占めている。 

特定健康診査 

未受診者受診

勧奨 

送付件数 79,292 件 ・毎年度受診率が伸びてい

る。 

・送付後の 11 月以降受診者

数／（健診対象者数－9 月ま

での受診者数）の数値が毎

年伸びている。 

・継続受診率が約8割を維持

している 

・40 歳代、50 歳代の若年層の受診

率が 10％台と低い。 

・未受診者のうち約 6 割が生活習慣

病治療中の者である。 

・送付後の効果検証が十分にできて

いない。 

・3 年連続して特定健診未受診の者

が対象者の約 6 割を占めている。 

人間ドック費

用助成事業 

予算の確保 2,160 人相当

平成 27年度助成分 1,998 件 

・人間ドックの受検を特定健

診の受診に替えることができ

るため、受診率の向上が図ら

れ、保健指導の実施等につ

なげることができる。 

・助成は本市と契約を締結した医療

機関の契約したコースに限られるた

め、かかりつけの医療機関にて受

検した場合に助成対象とならない場

合がある。 
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保 

健

指

導 

特定保健指導 法定報告実施率：16.8％ 

〈内訳〉 

積極的支援：11.1％ 

動機付け支援：18.3％ 

・特定保健指導の実施率

は前年度より 3.4％増加し

た。 

・特定保健指導を中断ぜず

に最後まで利用した者（以

下、終了者）の割合は、利

用者のうちの 98.6％。 

・特定保健指導終了者の 6

割以上に体重の減少がみ

られた。 

・特定保健指導委託事業

者を選定するためのプロポ

ーザルを 2 年に 1 回実施し

ている。 

・特定保健指導の質の向

上を図るため、委託事業者

との打ち合わせを定期的に

実施した。 

・特定保健指導の案内チラ

シの見直しを毎年実施して

いる。 

・特定保健指導の実施率は、県

（11.5％）より高いが、全国

（20.2％）より低い。 

・積極的支援は動機付け支援に

比べて実施率が低い。 

特定保健指導

利用勧奨事業 

利用勧奨電話：374 件 

〈内訳〉 

積極的支援対象への電話： 

60 件 

動機付け支援対象への電話：

314 件 

・特定保健指導未利用者

への電話による勧奨を実

施した結果、81 人（応募率

21.7％）の申込みがあっ

た。 

・特定保健指導委託事業

所との打ち合わせを定期

的に実施し、勧奨方法につ

いて改善に努めた。 

・利用勧奨電話時の聞き取り結

果では、特定保健指導の辞退理

由が、「仕事などで忙しいから」

が 20％、「面倒だから（関心がな

いから）」が 6.8％、「体調が良く

必要ないから」が 5.8％であるこ

とから、特定保健指導の必要性

や効果の認識が不十分であると

考えられる。 

生活習慣病重

症化予防事業

（かながわ方式

保健指導推進

事業）

〈初回訪問数〉 （平成２８年度）

訪問実件数：380 件 

〈糖尿病研究室〉 

参加者実人数：54 人 

参加延人数：284 人 

継続参加率：87％ 

・インターグループワークの

手法で継続参加が保た

れ、検査値の改善につなが

った（HｂA１ｃ値改善率

72.2％）。 

・保健指導継続中は参加者への

動機付けができ、生活改善への

取組ができているが、生活習慣

の定着までには長期間の支援

が必要である 
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１ 計画の策定に当たって 

（１） 計画策定の背景 

我が国は、国民皆保険の下、誰もが安心して医療を受けることができるようになる一方で、

高齢化が進み、医療費が増大しています。国民皆保険制度を将来にわたり持続可能なものとし

ていくためには、医療費適正化に関する施策を総合的に推進することが求められています。

 施策の１つである健康づくりでは、加齢に着目する成人病対策から、生活習慣に着目する

※生活習慣病対策へ、さらに内臓脂肪症候群（メタボリックシンドローム）という概念の導入

による健康づくり対策の時代へと変化しています。

  平成２０年４月に施行された「※高齢者の医療の確保に関する法律（以下「法」といいます。）」

により、メタボリックシンドロームに着目した、生活習慣病予防のための特定健康診査・特定

保健指導を医療保険者が実施することとなり、本市でも平成２０年３月に「平塚市国民健康保

険特定健康診査・特定保健指導実施計画」を策定し、この事業を推進してきました。

 「平塚市特定健康診査・特定保健指導実施計画（第３期）」では、これまでの実績を検証する

とともに、被保険者の健康状態や医療費の状況等、地域の実情を考慮しつつ、生活習慣病の発

症及び重症化を予防することで、平塚市国民健康保険被保険者の健康を維持し、物理的な豊か

さだけでなく精神的な豊かさと自己実現を含めた生活の質を向上させ、さらに中長期的な医療

費の適正化を図るため、より効果的な特定健康診査・特定保健指導を実施するという第２期計

画の考え方を継承し、平成３０年度から平成３５年度までの６年間の目標及び取組等を定める

ものです。

（２） メタボリックシンドロームに着目する意義 

メタボリックシンドロームとは、※内臓脂肪型肥満に起因する、高血糖、脂質異常、高血圧 

のそれぞれのリスク因子が重複した場合に、狭心症や心筋梗塞等の虚血性心疾患、脳出血や脳 

梗塞等の脳血管疾患等の発症率が高くなる状態です。これらのリスク因子は生活習慣を見直す 

ことによって減少させることができ、また、発症してしまった後でも、血糖、血圧等をコント 

ロールすることにより、重症化を防ぐことができます。 

このように、メタボリックシンドロームの概念を導入することにより、特定健康診査受診者 

にとって、生活習慣と検査結果、疾病発症との関係が理解しやすく、生活習慣の改善に向けて 

の明確な動機付けができるようになると考えます。 

第２章 特定健康診査・特定保健指導実施計画（第３期）
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（３）特定健康診査・特定保健指導の基本的な考え方 

特定健康診査では、糖尿病等の生活習慣病の発症や重症化を予防することを目的として、メ

 タボリックシンドロームの該当者・予備群を減少させるための特定保健指導を必要とする人を

選び出します。一人一人の被保険者が受診をきっかけとして、自分の健康状態を把握し、健康

の維持増進に役立てるために実施します。

特定保健指導では、対象者が自分の健康状態を自覚し、生活習慣を改善するための自主的な

取組を継続的に行うことができるように、さまざまな働きかけやアドバイスを行います。

（４）計画の位置づけ 

この計画は、法第１８条の特定健康診査等基本指針に基づき、特定健康診査・特定保健指導

を円滑に展開するために平塚市国民健康保険が策定するものであり、策定に当たっては、神奈

川県医療費適正化計画のほか、平塚市総合計画、平塚市健康増進計画等と十分な整合性を図る

ものとします。

（５）計画の期間 

計画の期間は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間とします。

【平塚市特定健康診査・特定保健指導実施計画の計画期間】

第３期計画期間

平成

３０年度

平成

３１年度

平成

３２年度

平成

３３年度

平成

３４年度

平成

３５年度

次期計画

の策定
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２ 平塚市特定健康診査の実施状況 

（１） 特定健康診査の受診率の状況 

ア 全体の受診率について

平塚市国保の特定健診受診率は、平成２５年度以降目標値を上回る水準で推移していま

す。県（市町村国保）平均受診率は大きく上回っているものの、国（市町村国保）平均受

診率は下回っています。対象者数は減少している中で受診者数は維持しており、受診率向

上に影響していると考えます。

図表１８ 特定健康診査 受診率の比較

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

対象者数（人） 49,717 49,261 47,843 45,320 

受診者数（人） 14,729 15,610 15,810 14,964 

受診率（％） 29.6 31.7 33.0 33.0 

目標値（％） 27.0 29.0 31.0 33.0 

県（市町村国保）（％） 25.2 26.5 27.2 26.9 

国（市町村国保）（％） 34.2 35.3 36.3 － 

                               国への報告数値から

   対象者：平塚市国保被保険者のうち、実施年度中に４０歳から７５歳になる者で、かつ該当実施年度

の１年間を通じて加入している者（年度途中での加入・脱退等のない者）をいいます。

なお、※平成２０年度厚生労働省告示第３号に規定する各項のいずれかに該当する者（妊産

婦等）は対象者から除きます。なお、平成２５年度から平成２７年度については、法定報告

による確定値であり、平成２８年度においては速報値になっています。

 図表１９ 特定健康診査 受診率の比較

                                  国への報告数値から
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イ 継続受診率

受診者のうち、翌年度も受診した方の割合は、当該年度の総受診者の約８割となっています。

公共機関に掲示するＰＲポスターなど、継続受診者に対するアプローチが継続受診率の向上に効

果的であり、今後地域性などをデータ分析により把握し、効率的な受診勧奨を行います。

図表２０ 継続受診率

（％）

保健事業支援システムから 

-16-



ウ 受診率の向上対策

   特定健康診査受診率の向上のため、第２期では以下の取組を実施しました。

図表２１ 特定健康診査受診率向上のための取組

取 組 項 目 平成25年度 平成26年度 平成27年度 平成28年度 

受診券やお知らせの見直し

特定健診を

平塚市こく

ほの健診に

受診券に年
度を入れた

保険証更新時に特定健康診査の
お知らせを同封

○ ○

がん検診のお知らせに特定健康診
査の記事を掲載

○ ○ ○ ○

広報ひらつかに特定健康診査の
記事を掲載

○ ○ ○ ○

医療機関・公共機関にポスターを

掲示
○ ○ ○ ○

ＦＭ湘南ナパサへの出演によるＰＲ ○ ○ ○ ○

各種団体を通じた周知 ○ ○ ○

平塚市国民健康保険人間ドックの

実施及び実施機関の拡充（特定健

康診査関連事業）

◎

ダイレクトメールによる受診勧奨 ○ ○ ○ ○

保健事業（健康教育、健康相談等）
における周知

○ ○ ○ ○

その他

自己負担を 

500円に。
心電図と貧

血検査を医

師の判断で

可能とし

た。

○：取組を実施、◎：特に強化して取組を実施、    ：特に効果が高かったと考えられる取組
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（２）特定健康診査における主な検査項目の平均検査値等の推移

  平成２５年度から平成２８年度の平均検査値等を比較すると、動脈硬化の原因であるＬＤ

Ｌコレステロールの値が１６０ｍｇ／ｄｌ以上の割合が男性、女性ともに国の実績は上回っ

ているものの低下傾向がみられます。また平成２６年度の収縮期血圧（最高血圧）の数値は、

国の実績値を下回っていることが分かります。

図表２２ 特定健康診査における主な検査項目の平均検査値等の推移

検査項目等 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

収縮期血圧の平均値（ｍｍＨｇ）（男性） １３２．０ １３１．４ １３１．６ １３１．２

収縮期血圧の平均値（ｍｍＨｇ）（女性） １２９．３ １２９．４ １２９．６ １２９．０

ＬＤＬコレステロール１６０ｍｇ／ｄｌ以上の割合（男性）（％） １０．４ ９．５ ８．５ ８．２

ＬＤＬコレステロール１６０ｍｇ／ｄｌ以上の割合（女性）（％） １５．０ １６．４ １３．９ １３．３

※ＨｂＡ１ｃ８．４％（ＮＧＳＰ値）以上の割合（％） ０．６ ０．７ ０．６ ０．６

平成２８年度は速報値での集計

（３）ＨｂＡ１ｃ６．５％（ＮＧＳＰ値）以上の対象者の改善率の状況 

ＨｂＡ１ｃは赤血球のヘモグロビンのうち、どれくらいの割合が糖と結合しているかを示す
検査値です。この値が６．５％以上の対象者の改善率については、平成２７年度に３０を上回
ったものの、平成２８年度に再び３０を下回っている状況です。 

図表２４ ＨｂＡ１ｃ６．５％（ＮＧＳＰ値）以上の対象者の改善率の状況 

平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 平成２８年度

ＨｂＡ１ｃ６．５％ 

（ＮＧＳＰ値）以上の 

対象者の改善率
３０.２％ ２９.９％ ３４.０％ ２８．４％

当該年度にＨｂＡ１ｃの検査値が 6.5％未満に改善した人数

当該年度とその前年度に継続して特定健康診査を受診し、前年度のＨｂＡ１ｃの検査値が 6.5％以上だった人数

図表２３ 健康日本２１における国の目標と実績

検査項目等 実績（平成２７年度） 目標（平成３４年度）

収縮期血圧の平均値（ｍｍＨｇ）（男性） １３６ １３４

収縮期血圧の平均値（ｍｍＨｇ）（女性） １３０ １２９

ＬＤＬコレステロール１６０ｍｇ／ｄｌ以上の割合（男性）（％） ８．３ ６．２

ＬＤＬコレステロール１６０ｍｇ／ｄｌ以上の割合（女性）（％） １２．７ ８．８

ＨｂＡ１ｃ８．４％（ＮＧＳＰ値）以上の割合（％） ＊１．２ １．０

＊平成２７年度の実績値になります。

×100（％） 改善率の

算出方法
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３ 平塚市特定保健指導の実施状況 

（１） 特定保健指導対象者の状況 

平成２４年度から平成２７年度の特定健診受診率及び受診者数は年々増加していますが、受

診者のうち特定保健指導の対象になる人の割合は減少し、特定保健指導対象者数は横ばいから

微増です。 

図表２５ 特定保健指導対象者の状況

（２）特定保健指導対象者の※リスクパターン 

ア 積極的支援対象者

平成２５年度から平成２７年度までの特定健康診査受診者のうち、積極的支援の対象者

は１，１１９人です、平成２７年度では受診者全体の２．４％を占めています。

１，１１９人のうち、最も多いリスクパターンは、「肥満＋血糖＋血圧」で１８８人

（１６．８％）でした。次に多かったのが、「肥満＋血糖＋脂質＋血圧」で１７４人（１５．

６％）でした。「肥満＋血糖＋血圧」と「肥満＋血糖＋脂質＋血圧」のリスクパターンで全

体の３６２人（３２．４％）を占めています。

肥満の他にリスクが３つ以上ある人の割合は、４２．５％を占めています。このような

リスクの重なりは、生活習慣病を発症する危険が高く、早期の生活習慣の改善が必要です。

図表２６ 積極的支援対象者のリスクパターン （平成２５～２７年度）

国への報告数値から

（％）

国への報告数値から

-19-



イ 動機付け支援

平成２５年度から平成２７年度までの特定健康診査受診者のうち、動機付け支援の対象者

は４，００７人であり、平成２７年度では、受診者全体の８．７％を占めています。

動機付け支援対象者から６５歳以上の積極的支援のリスクを持つ対象者を除いた人のうち、

最も多いリスクパターンは、「肥満＋血圧」で１，１５０人（２８．７％）です。次に多かっ

たのが「肥満＋血糖」で５１０人（１２．７％）でした。

図表２７ 動機付け支援対象者のリスクパターン（平成２５～２７年度）

（３） 特定保健指導の実施状況   

ア 特定保健指導の※実施率

平成２５年度を除けば、県平均を上回っています。しかし、いずれの年度も目標値及び国

平均を大きく下回る水準で推移し、実施率の向上が課題です。

表２８ 特定保健指導の目標値と実施状況              （単位：％）

 平成２５年度 平成２６年度 平成２７年度 

目標値         １９．０         ２１．０         ２３．０

平塚市の実施率 ８．０ １３．４ １６．８

県（市町村国保）の実施率 １０．９ １０．９ １１．５

国（市町村国保）の実施率 ２２．５ ２３．０ ２０．２

国への報告数値から

イ 特定保健指導の※利用率

いずれの年度の利用率も動機付け支援が積極的支援よりも高くなっています。

   平塚市では、平成２５年度から平成２７年度までの特定保健指導は、動機付け支援、積極

的支援とも委託で保健指導を実施しています。特定保健指導の実施に当たり、利用勧奨の

工夫や利用しやすい体制づくりが必要です。

図表２９ 平塚市の特定保健指導利用率と終了者数 

①積極的支援 ②動機付け支援 

利用率（％） 終了者数（人） 利用率（％） 終了者数（人） 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７ 

年度  

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７ 

年度 

２５ 

年度 

２６ 

年度 

２７ 

年度 

9.8 12.8 9.5 35 33 41 13.6 17.3 14.7 100 198 245 

国への報告数値から

国への報告値から

（％）
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ウ 最終結果からみる特定保健指導の分析・評価

    平成２７年度の特定保健指導終了者のうち、体重が減少した割合は、積極的支援終了者

では６０％、動機付け支援終了者では６５．５％でした。全体では一人当たり平均１．４

ｋｇの減量でした。体重５ｋｇ以上の減量者の割合は、積極的支援終了者では１５％、動

機付け支援終了者では２３％でした。体重が減少することで内臓脂肪も減少し、生活習慣

病のリスクを減らすことが期待できます。

図表３０ 積極的支援 体重変化     図表３１ 動機付け支援 体重変化

特定保健指導実施報告から

-21-



エ 特定保健指導の利用率及び実施率向上の取組

   特定保健指導の実施率向上のため、第２期では《図表３２》のような取組を実施しました。

  本市では、特定保健指導を専門事業所に委託して実施しています。

図表３２ 特定保健指導実施率向上のための取組

取 組 項 目
平成 

２５年度 

平成 

２６年度 

平成 

２７年度 

平成 

２８年度 

平成 

２９年度 

特
定
保
健
指
導
の
周
知
等

特定保健指導の案内通知文の改善

◎ 積極的
支援では過去

に保健指導を

利用した人に

も積極的な活

用を促す

◎ 経年対
象者のみ案内

文を変更

特定健診結果通知に生活習慣改善の

必要性について記載した文書を同封
◎

特定保健指導を早期に利用開始でき

るように、特定健康診査結果及び特

定保健指導案内通知の送付時期を変

更

◎（翌年以降
も同時期に結

果を送付）

医師会の協力を得て、医療機関から

特定保健指導の結果を伝える際に、

健診後の流れとして該当者には特定

保健指導があることを記した文書を

配布

◎

申
込
み
・
利
用
し
や
す
い
体
制
づ
く
り

夜間や土曜日、日曜日にも実施 ◎

利用者が選択できるように保健セン

ター以外の会場でも実施
◎

◎ 市役所で

も開催

委託事業者の申込み・問合せの専用

フリーダイヤルを記載
  ◎

支援方法を利用者が選択できるよう

にする
◎

◎ 継続支援
にメールを追

加

◎ 初回面談
に集団指導を

追加

申込み方法の工夫 電話申込み

郵送・メール

による申込み 

を追加 

再
勧
奨
の
実
施

郵送による再勧奨を実施 ◎

電話による再勧奨を実施
◎ リスク
の高い者から

専門職が実施

◎ 電話番
号が把握でき

る者は専門職

以外が実施

◎ 電話勧奨
は専門職が実

施

指
導
内
容
の
充
実
に
向
け
た
取
組

特定保健指導委託事業者との検討会

を実施
◎

特定保健指導仕様書の変更

○ 積極的
支援の中間評

価の実施方法

の規定を変更

◎ ◎

プロポーザルによる委託事業者の選

定
◎ ハイライ
フサポート

◎ ベネフィ
ットワンヘルス

ケア

◎ 日京クリ
エイト

○：積極的支援で実施、 ●：動機付け支援で実施、 ◎：積極的・動機付け支援ともに実施
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（４） 特定保健指導非対象者（情報提供）のリスクパターン  

特定保健指導の判定基準により、特定保健指導に該当しなかった人は、平成２７年度は受診

者全体の８９．２％を占めています。 

情報提供となった人は、平成２５年度から平成２７年度までの特定健康診査受診者のうち、 

４１，０２３人でした。このうち、まったくリスクがない人は７，６８９人（１８．７％）、服

薬中のため保健指導対象から外れた人は９，８４４人（２４％）でした。その他、血糖、血圧

のリスクがある人は、それぞれ１１，５５４人（２８．２％）、１５，０６３人（３６．７％）

でした。 

特定保健指導非対象者であっても、生活習慣病のリスクを持つ人が多いことが分かります。 

生活習慣病の発症を防ぐためには、特定保健指導の対象とならない場合でも、血圧、血糖、脂

質、喫煙等のリスクに応じた保健指導や医療機関への受診勧奨の実施が必要です。これまでも

このような方々を対象として、健康教育や健康相談事業を実施してきましたが、今後は、増加

傾向にある糖尿病、脂質異常症等、優先順位を検証し実施します。

図表３３ 特定保健指導非対象者のリスクパターン

国への報告数値から

（％）
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４ 目標値の設定と対象者の推移 

（１） 特定健康診査・特定保健指導の対象者の推移

ア 特定健康診査の対象者の推移

 平成３０年度～平成３５年度の特定健康診査の対象者数は減少傾向ですが、目標値の上昇

に伴って、受診者数は増加を見込んでいます。

0

5000

10000

15000

20000

25000

30000

35000

40000

45000

50000

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

平塚市の将来推計人口をもとに推計

イ 特定保健指導の対象者の推移

  特定健康診査対象者の減少により、保健指導の対象者も減少傾向ですが、目標値の上昇

に伴って、保健指導実施者数は増加を見込んでいます。

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

3,000

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成３５年度

特定健康診査の受診者数をもとに推計

44,555 
46,237 45,901 

45,565 45,229 44,893 

17,108 17,770 

対象者数

（見込み）

受診者数

（見込み）

図表３４ 特定健康診査対象者数の推移
（人）

1,460 1,505 1,551 1,599 1,649 

316 310 304 297 321 

対象者数

（見込み）

実施者数

（見込み）

図表３５ 特定保健指導対象者数の推移（人）

17,442 18,092 18,406 18,713

326 

1,416 
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（２）目標値の設定  

第３期計画の最終年度である平成３５年度における目標値を次のように定めます。

目標１ 特定健康診査の受診率を対象者の４２％とします。

目標２ 特定健康診査の継続受診率を８０％とします。

目標３ 特定保健指導の実施率を対象者の２３％とします。

ア 特定健康診査の受診率の各年度の目標値

目標１ 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

特定健康診査の
受 診 率 ３７％ ３８％ ３９％ ４０％ ４１％ ４２％

【目標及び目標値設定の考え方】

     国の参酌標準では、平成２９年度の目標値を６０％とすることが示されています。こ

れまでの実績等から、この数値を平塚市の第３期計画の目標値をすることは、あまりに

も現状とかけ離れた目標を立てることになってしまうため、４２％という目標値を設定

することとしました。これは、主に次の３つの考えに基づくものです。

（ア）平塚市と同じ規模である、特定健康診査の対象者数が４万人～５万人の市町村国保

における平成２７年度の平均受診率は３６．１％となっており、この数値を超えるこ

と。

（イ）平成２７年度の受診率において、神奈川県内１９市全体の受診率を６ポイント上回

り、順位は８番目となっています。平成２７年度の順位において、最上位の藤沢市の

受診率が４２．６％であることから、今後６年間の上昇率を踏まえて、県内受診率最

上位の市を目指す率とすること。

（ウ）平塚市がこれまでさまざまな取組を行ってきた結果として、受診率が平成２４年度

の２６．９％から平成２７年度の３３％へと約６ポイントの伸び率であったことや、

県内各市で受診率が伸び悩んでいる状況等から、実現可能な値として、現時点から約

９ポイントの増とすること。

（エ）受診率向上に向けて、若年層対象者（４０歳代～５０歳代）の受診者の確保が必要

と考え、今後アプローチの強化を行う必要があると考えます。
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イ 継続受診率の目標値 

目標２ 平成３５年度までに

継続受診率 ８０％

【目標及び目標値設定の考え方】

これまでの実績において、平塚市国保の特定健康診査の継続受診率は８割弱です。一度継 

続して受診した方は、その後も受診する割合が高いです。また、国の分析でも、経年的に連

続して特定健康診査を受診している方が多い保険者は、受診率が高い傾向にあるという結果

が出ています。 

受診結果を経年的にみることは、生活習慣病の発症や重症化予防に役立ち、受診率の向上 

  にもつながることから、継続受診率を向上させることを目標とし、平成３５年度の目標値を 

８０％とします。 

ウ 特定保健指導の実施率の各年度の目標値  

目標３ 平成３０年度 平成３１年度 平成３２年度 平成３３年度 平成３４年度 平成３５年度

特定保健指導の
実 施 率

１８％ １９％ ２０％ ２１％ ２２％ ２３％ 

【目標及び目標値設定の考え方】

   国の参酌標準では、平成３５年度の目標値を４５％とすることが示されています。市の目

標値は、これまでの実績等から２３％という目標値を設定します。これは、主に次の考えに

基づくものです。

（ア） 市の平成２４年度から２７年度までの平均実施率は１３．２％です。平成２７年度の

市の実施率は１６．８％です。同年の国の平均実施率は２０．２％、神奈川県内の平

均実施率は１１．５％となっています。平塚市と同規模である市町村国保における平

成２７年度の平均実施率は、１４．９％です。それらを参考として、平成３０年度の

市の目標値を１８％とします。

（イ）特定健康診査受診者数の増加に伴い、特定保健指導対象者の微増が見込まれることを

踏まえ、各年度の伸び率は１％とします。
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５ 課題と今後の取組 

（１） 特定健康診査の課題 

特定健康診査の受診率の目標値は達成しているものの、大幅な受診率向上は期待できず、

伸び悩んでいる状況にあります。受診率向上対策として、年代別、地域別などデータ分析

を行い、ターゲットを絞った形でのアプローチが必要となってきます。

ア 特定健康診査の受診率が国平均を下回っている

    平成２５年度以降の市目標値、県平均受診率は上回っているものの、国平均受診率は下

回っている状況です。国平均受診率を上回るための対策を講じていかなければなりません。

イ 若年層（４０歳代～５０歳代）の受診率が低い

第１期、２期計画期間中には、この年代の方たちに対して、効果的な策をとることがで

きませんでした。特定健康診査の趣旨からすると、若い世代に受診の習慣をつけてもらう

ことによって、生活習慣病を予防する効果をより高めることができるため、第３期計画期

間中には、この年齢層の受診率を向上させる取組を強化することが必要です。

 ウ 特定健康診査の継続受診率の維持 

    特定健康診査の継続受診率については、目標は達成できているため、高い受診率の維持

が必要と考えます。 

（２） 特定健康診査の今後の取組 

課題を踏まえて、特定健康診査の受診率向上のためには、特定健康診査の意義や必要性

を周知する必要があります。

ア 未受診者に対するアプローチについては、ＰＲポスター、ダイレクトメール、電話による

受診勧奨を行っていきます。また、医療機関からの未受診者の検査値の提供を依頼し、治療

中の者の受診率向上も必要と考えます。

イ 若年層（４０歳代～５０歳代）の受診率向上させるよう努めます

    ダイレクトメールなどの受診勧奨結果を、年代別にデータ分析を行い、対象や効果等を

検証しながら実施します。また、未受診者に電話による受診勧奨も実施します。

 ウ 継続して受診する方の割合を高めるように努めます

２年連続して受診した方等はその後も受診していただける可能性が高いため、継続して

受診していただくために、検査結果を経年でみていくことの大切さを周知していきます。     
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（３） 特定保健指導の課題       

ア 特定保健指導の必要性や効果が十分に認識されていない

平成２７年度の電話による未利用勧奨時の聞き取り結果では、特定保健指導を利用しな

い理由として、「仕事などが忙しいから」（２０％）、「面倒だから（関心がないから）」

（６．８％）、「体調が良く必要ないから」（５．８％）などがあり、３割以上を占めています。

    このことから、特定保健指導の必要性や効果についての理解が不十分であると考えられ

ます。

イ 若年層の特定保健指導の利用者が少ない

特定保健指導対象者の中でも若年層（４０～５０歳代）は、特定保健指導の利用勧奨を

行っても利用につながりにくい傾向がみられます。そのため、若年層を含めたすべての対

象者が特定保健指導を利用しやすい体制づくりが必要です。

（４） 特定保健指導の今後の取組 

課題を踏まえて、特定保健指導の実施率向上のために、次の取組を実施します。

ア 特定保健指導の必要性や効果の周知に努めます 

特定保健指導の対象者には必要性や効果について理解できるよう、保健事業を通じて、

更なる周知に努めます。

さらに、特定健康診査実施医療機関と連携を図り、特定保健指導対象者が特定保健指導

の必要性や効果を理解できるように工夫します。

イ 特定保健指導の利用勧奨を工夫していきます 

特定保健指導の対象者が、特定健康診査受診後から早期に特定保健指導の利用を開始で

きるよう、引き続き案内通知の早期送付に努めます。

また、特定保健指導の申込みがない人には、引き続き利用勧奨を実施します。

ウ 特定保健指導を利用しやすい体制づくりに努めます 

平日の利用が難しい特定保健指導対象者が利用しやすいよう、引き続き土曜日や日曜日

にも特定保健指導を実施します。

また、保健センター以外の会場として市役所でも開催をしていますが、実施時間帯につ

いて、利用者の要望や利用状況を踏まえ、実施方法を工夫します。また、利用者の中断理

由等を把握し、利用が継続しやすい特定保健指導プログラムへの改善に努めます。

エ 特定保健指導の効果を向上させるよう努めます

特定保健指導の結果の分析・評価を行い、より効果が期待できるよう、質の向上に努め

ます。
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１ データヘルス計画の背景と目的 

（１） 計画策定の背景 

近年、診療報酬明細書（レセプト）や特定健康診査等の結果については、電子データにより請

求及び提出されるようになったことから、医療保険者においては、被保険者の健康状況や医療機

関への受診状況などを容易かつ正確に把握して、データに基づいた保健事業を行うことができる

ようになりました。

 そうした中、平成２５年６月１４日に閣議決定された「日本再興戦略」において、「すべての

健保組合に対し、レセプト等のデータ分析に基づくデータヘルス計画の作成・公表、事業実施、

評価等の取組を求めるとともに、市町村国保が同様の取り組みを行うことを推進する」との方針

が打ち出されました。

 その方針を踏まえ、厚生労働省は平成２６年３月に保健事業の実施に関する指針の一部を改正

し、保険者は健康・医療情報を活用してＰＤＣＡサイクルに沿った効果的かつ効率的な保健事業

の実施を図るための保健事業の実施計画（データヘルス計画）を策定し、保健事業の実施及び評

価を行うこととされました。

（２） 計画策定の目的 

本市では、平成２０年４月に生活習慣病等疾病予防を目的に「特定健康診査等実施計画」を策

定しました。その５年後の平成２５年４月には、第２期計画を策定し、特定健康診査の受診率向

上や保健指導の充実を目標に事業を進めてきました。その結果、特定健康診査の受診率は年々上

昇していますが、特定保健指導実施率は低い状態が続いています。 

 今回、「データヘルス計画」と「特定健康診査等実施計画（第３期）」を一体化して策定し、

健康課題の把握や効果的な事業の実施方法等を見定めて、本市の特性に合わせた保健事業の展開

を進めていきます。 

第３章 国民健康保険データヘルス計画
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（３）計画の位置づけ 

本計画に基づく事業の実施等については、本市の健康増進計画等と整合性を図り、連携した事

業の実施を進めます。

（４） 計画の期間 

計画の期間は、平成３０年度から平成３５年度までの６年間とします。

現在実施している事業を効果的に進めていくための評価指標を立てて、事業改善を図っていき

ます。

-30-



２ さまざまな保健事業対象者の分析 

（１）血圧リスクの状況 

平成２８年度の特定健康診査の血圧に関する検査結果から、リスク別の有所見者の状況を調べ

てみると、収縮期血圧は特定保健指導判定値以上の有所見者が半数以上いますが、拡張期血圧で

は特定保健指導判定値以上の有所見者は収縮期と比べて少なくなっています。（図表３８） 

収縮期、拡張期で即受診レベルの人の平成２８年４月から平成２９年３月までのレセプトから

高血圧性疾患で医療機関に受診しているか確認したところ、収縮期では３８．１％、拡張期では

４３．８％が未受診であることが分かりました。（図表３９） 

図表３８ 血圧有所見割合（男性＋女性） 

【収縮期血圧】

図表３９ 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

【拡張期血圧】

【収縮期血圧】 【拡張期血圧】

ＫＤＢシステムから

ＫＤＢシステムから
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（２） 血糖リスクの状況 

平成２８年度の特定健康診査の検査結果から、血糖リスク別の有所見者の状況を調べてみると、

空腹時血糖における保健指導判定値以上の有所見者は４６．９％となり、一方、ＨｂＡ１ｃにお

ける保健指導判定値以上の有所見者は４７．０％を占めていました。（図表４０） 

 また、血糖リスクが即受診レベルの人の平成２８年４月から平成２９年３月までのレセプトか

ら糖尿病で医療機関に受診しているか確認したところ、ＨｂＡ１ｃでは１４．４％が未受診であ

ることが分かりました。（図表４１） 

図表４０ 血糖有所見割合（男性＋女性） 

図表４１ 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

【空腹時血糖】 【ＨｂＡ１ｃ】

ＫＤＢシステムから

ＫＤＢシステムから

【空腹時血糖】 【ＨｂＡ１ｃ】
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（３） 脂質リスクの状況 

平成２８年度の特定健康診査の検査結果から、脂質に関する中性脂肪とＬＤＬコレステロール

でのリスク別の有所見者の状況を調べてみると、中性脂肪における保健指導判定値以上の有所見

者は２１．４％となり、即受診レベル該当者はいませんでした。ＬＤＬコレステロールにおける

保健指導判定値以上の有所見者は５３．１％と比較的多くなっていました。女性は男性に比べ、

ＬＤＬコレステロールが高く出やすいことから、女性については、必ずしもリスク有所見者とは

限りません。（図表４２） 

【中性脂肪】

図表４２ 脂質有所見割合（男性＋女性） 

【ＬＤＬコレステロール】

図表４３ 受診勧奨値以上のリスク保有者の医療機関受診状況 

ＫＤＢシステムから

ＫＤＢシステムから

【中性脂肪】 【LDL コレステロール】
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（４） 問診結果の状況 

平成２７年度の特定健康診査における受診者の問診票の結果を年齢調整し、神奈川県、全国と

比べると、男女ともに、有意差が出ている項目に服薬に関するものはありますが、生活習慣とし

て改善すべき項目に有意差は出ていません。女性の「改善意欲なし」が県、全国と比べて有意に

多い状況にありますが、全体として、比較的日ごろの生活習慣に関心がある受診者が多い傾向に

あると考えられます。（図表４４） 

平塚市 県
全国
(基準)

県
(=100)

全国
(=100)

平塚市 県
全国
(基準)

県
(=100)

全国
(=100)

43.6% 35.8% 37.4% *113.1 *108.4 33.4% 27.9% 30.0% *112.2 102.7
8.7% 7.8% 9.9% 104.2 *82.7 4.9% 4.1% 5.2% *114.0 *88.4
21.0% 18.6% 18.1% *106.0 *109.2 30.1% 25.7% 26.6% *109.5 *104.8
4.9% 4.5% 4.5% 100.4 98.4 2.2% 2.4% 2.3% 86.9 *86.3
8.3% 7.4% 7.6% 102.9 99.6 4.2% 3.8% 4.0% 103.5 96.8
0.4% 0.5% 0.6% 81.1 *61.5 0.2% 0.2% 0.4% 104.8 *61.6
6.8% 6.3% 4.9% 103.9 *132.2 14.3% 16.0% 14.3% 95.6 *108.0
20.7% 23.6% 25.0% *94.7 *89.2 6.0% 6.8% 6.1% 100.2 *112.7

40.3% 40.1% 39.8% 102.4 *103.9 25.2% 23.8% 25.5% *106.2 98.8

50.3% 53.3% 56.7% 98.0 *92.5 54.2% 56.2% 60.3% 99.7 *93.2

44.0% 44.0% 46.4% 102.1 97.4 46.3% 43.8% 46.6% *107.4 101.6
46.0% 44.2% 49.0% *105.0 *94.6 45.0% 44.2% 50.8% *103.4 *89.8

19.5% 21.5% 21.3% 97.4 97.2 16.9% 17.9% 17.9% 99.2 98.9

25.2% 28.6% 29.4% *92.2 *89.4 19.3% 22.1% 23.3% *89.3 *84.8
66.9% 63.1% 62.4% *104.3 *105.7 72.4% 69.3% 68.2% *103.5 *105.4
7.9% 8.3% 8.2% 92.5 92.6 8.3% 8.6% 8.6% 98.7 97.4
19.7% 22.4% 21.5% 96.5 98.2 9.6% 11.0% 11.1% 95.0 *91.8
9.1% 10.3% 11.3% 97.5 *88.0 10.6% 11.2% 12.3% 102.5 *93.3
8.8% 11.4% 10.8% *90.9 95.8 5.9% 7.2% 6.6% 94.6 103.1
44.3% 44.9% 45.8% 97.7 *96.2 9.3% 11.8% 10.3% *83.2 97.6
23.6% 24.6% 23.1% 97.0 103.6 21.5% 23.9% 21.4% *92.4 104.0
32.0% 30.5% 31.0% *105.9 103.0 69.2% 64.3% 68.3% *105.6 99.1
47.1% 46.3% 44.3% 101.1 *104.2 86.8% 83.7% 83.8% 102.1 101.2
36.5% 34.1% 35.3% *104.8 102.2 10.9% 12.9% 12.6% *90.0 96.0
13.6% 15.1% 15.8% *92.9 *90.2 1.8% 2.7% 2.8% *78.4 *79.5
2.8% 4.5% 4.6% *71.0 *69.7 0.4% 0.7% 0.8% 83.0 75.7
17.5% 20.6% 22.3% *90.4 *82.8 23.2% 25.5% 26.4% *94.0 *91.0
34.1% 30.6% 35.0% *109.4 *95.2 30.4% 25.5% 27.9% *116.5 *105.8
25.2% 25.9% 26.1% 102.2 101.2 26.4% 27.4% 28.2% 99.8 97.4
11.9% 11.8% 11.6% 104.1 106.1 13.3% 13.8% 14.4% 98.9 95.1
7.8% 9.0% 7.2% *87.1 *110.3 8.5% 10.5% 8.7% *81.5 98.9
21.1% 22.7% 20.1% *88.3 100.0 21.4% 22.7% 20.7% *90.8 99.2
60.3% 56.6% 59.6% *106.1 101.0 60.1% 55.6% 57.2% *107.7 *104.8

注：標準化比に*が付記されたものは、県、国に比べて有意な差(p<0.05）があることを意味する。

取り組み済み６ヶ月未満

取り組み済み６ヶ月以上

保健指導利用しない

１日飲酒量（２～３合）

１日飲酒量（３合以上）

睡眠不足
改善意欲なし
改善意欲あり
改善意欲ありかつ始めている

１日飲酒量（１～２合）

１年間で体重増減３kg以上

食べる速度が速い
食べる速度が普通
食べる速度が遅い
週３回以上就寝前夕食

週３回以上夕食後間食

週３回以上朝食を抜く

毎日飲酒
時々飲酒
飲まない
１日飲酒量（１合未満）

歩行速度遅い

服薬_高血圧症
服薬_糖尿病
服薬_脂質異常症
既往歴_脳卒中
既往歴_心臓病
既往歴_腎不全
既往歴_貧血
喫煙
２０歳時体重から１０kg
以上増加

１回３０分以上の運動習
慣なし

１日１時間以上運動なし

男性 女性

質問項目
該当者割合 標準化比vs 該当者割合 標準化比vs

図表４４ 平成２７年度特定健康診査問診票の結果の標準化比 
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（５） 多受診者の状況 

 重複受診者、頻回受診者、重複服薬者の多受診者が多数存在している状況です。多受診は、医

療費の高額化の要因の１つであり、場合によっては過剰な服薬等により、健康状態に悪影響を及

ぼす場合があります。

 多受診者の中には、必要な医療が含まれることにも留意しなくてはなりませんが、多受診者を

正しい受診行動へ導く取組が必要です。

図表４５ 多受診者リスト

  重複受診疑い(人) 頻回受診疑い(人) 重複投薬疑い(人) 

平成29年2月診療分 30 32 1422 

平成29年3月診療分 14 74 1588 

平成29年4月診療分 26 47 1411 

平成29年5月診療分 25 66 1500 

平成29年6月診療分 27 54 1375 

                    保険者ネットワーク制御システムから

【重複受診疑い】…１か月当たりレセプト枚数を４枚以上保有する対象者のうち、

         疾病コードが同一のレセプトが同一月に３機関以上あるもの

【頻回受診疑い】…１か月当たり１５回以上受診を行っている対象者のうち、

         疾病コードが同一のレセプトが同一月に１５日以上あるもの

【重複投薬疑い】…１か月当たりレセプト枚数を２枚以上保有する対象者のうち、

         同一薬効の医薬品を同一月に２回以上処方されているもの

（６） ジェネリック医薬品の推進 

 ジェネリック医薬品の普及率は上昇しているものの、国が目標とする普及率は平成３０年度～

平成３２年度末のなるべく早い時期に８０％以上であり、この目標の達成にはジェネリック医薬

品への切り替えを促す効果的な取組が必要です。

図表４６ ジェネリック数量シェア

                 国保連より提供の診療月別数量シェアから
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３ 健康課題の把握 

これまでに実施しているデータ分析からみえる本市の特徴等を踏まえ、本市における健康課題

を把握します。
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４ 課題に向けた保健事業の実施 

確認できた本市の健康課題に対して、以下の４つの対策を検討し、対策に向けた事業を実施し

ます。
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      ＊太字が加筆修正箇所

対策 既存/新規 事業名 事業の目的及び概要 対象者 指標 現状値
（令和元年度）

目標値

特
定
健
診

既存 特定健康診査

生活習慣病に着目した健診 特にメ
タボリックシンドロームのリスクの
高い者を早期に発見し、疾患が重症
化しないよう指導につなげる

４歳の方
（除外対象者を除く）

対象者に個別通知した割
合

９９％
（令和元年度44,714通）

99%

過去受診歴があるが、継続的に受診
されない方に向け継続的に受診する
よう勧奨する

過去5年間に健診受診歴がある
が、継続して受診していない者

対象者に個別通知を送付
した割合

９９％
（令和元年度 10,040

通）
99%

継続未受診者へ受診勧奨はがきを送
付

過去5年間健診受診歴のない者
対象者に個別通知を送付
した割合

９９％
（令和元年度 23,000

通）
99%

新規
４０歳到達者への

受診勧奨

初めて特定健診の受診対象者になっ
た４０歳到達者へ、健診受診の案内
をハガキで通知し、健診受診を呼び
かける

対象年度に40歳となる者
対象者に個別通知を送付
した割合

令和2年度より実施
（令和元年度５００名）

99%

既存
電話による特定健
診受診勧奨

電話での健診受診勧奨
過去5年間に健診受診歴がある
が、継続して受診していない者

対象者に電話にて受診勧
奨した割合

１００％
（令和元年度 904件）

1000件

新規 国保新規加入時の
健診受診勧奨

年度途中に国保に新規加入された方
へ、受診券を送付 これまで社保で
健診を継続受診されてきた方が継続
的に受診できるよう環境を整える

年度途中に国保に新規加入した

定健診をまだ受けていないと回答
した者

年度途中に国保新規加入
された方で、今年度健診
をまだ受けていないと回
答した者へ健診受診券を
送付した割合

１００％
（令和元年度 736通）

100%

既存 他健診の受領
職場や所属団体で受けた健診結果の
提出を呼びかける

国保加入者で職場や所属団体で健
康診断を受けた者

国保加入者で職場や所属
団体で健康診断を受けた
健診結果の提出を呼びか
け

・案内通知による周知 5
月末
・受診勧奨通知書に記載
9月上旬

実施

既存
特定健診未受診者
診療情報活用事業

医療機関より通院中の血液データを
用いて特定健診の結果として情報提
供してもらい特定健診結果として扱
う

生活習慣病で通院中で、定期的に
血液検査を行っており、特定健診
を希望しない者

定期的に通院中で、特定
健診を希望しない者に、
診療で行った検査データ
を特定健診の結果として
提出するよう医療機関に
呼び掛ける

・特定健診説明会で事業
の周知を行う

・医療機関訪問にて、医
師へ周知を行う

実施

既存
人間ドック費用助

成事業
特定健診受診率向上対策の一つとし
て、特定健診の補完事業として実施 ４歳の方

対象者に個別通知した割
合

９９％
（令和元年度44,714通）

99%

新規
特定健診結果説明

会

特定健診を受診後、健診結果の見方
の説明を受けることで今後の生活習
慣の見直しのきっかけとするととも
に、継続受診率向上を目指す

特定健診受診者のうち情報提供者
となった者

対象者に個別通知した割
合

令和３年度より実施
（R元年 情報提供者

11,886通）
100%

新規
３５歳限定 健康

診断
（仮称）

健康診断を受ける機会のない国保加
入者に向け、特定健診、又は人間
ドックを案内。３０歳代半ばで健康
診断を受ける機会を設け自分の健康
に関心を持つきっかけとする。

険加入中で年度内に３５歳になる
者

対象者に個別通知した割
合

令和３年度より実施 95%

主な保健事業と評価指標（令和２年度中間評価 改定版）
アウトプット指標

特
定
健
診
受
診
率
向
上
対
策
事
業

健診受診勧奨通知
の発送

既存
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指標 現状 R5年度の目標値 各年度の目標値

受診対象者のうちの健診受診率 令和元年度  33.2％ 目標受診率 42％
R3年度 ４０％
R4年度 ４１％

通知到着時に受診していなかった者が受診
した割合

令和元年度 35.6％ 目標受診率 40％
R3年度 ３８％
R4年度 ３９％

通知到着時に受診していなかった者が受診
した割合 令和元年度  6.7％ 目標受診率 10％

R3年度  ８％
R4年度  ９％

通知到着時に受診していなかった者が受診
した割合 令和元年度 １6.０％ 目標受診率 18％

R3年度 １6.5％
R4年度 １7.5％

電話勧奨時に受診していなかった者が受診
した割合 令和元年度 40.3％

現状維持で取り組む
目標受診率 40％

R3年度 ４0％
R4年度 ４0％

①受診券を送付した人のうち、健診を受診
した割合
②前年度の対象者で健診受診した者のうち
今年度も資格を有する者が健診を受診した
割合

①令和元年度 47.4％
②令和元年度より実施のため現状値なし

①令和５年度 目標受診率 50％
②令和５年度 目標受診率 50％

R3年度 ４８％
R4年度 ４９％

職場や所属団体で受けた健診結果を受領し
た件数

令和元年度
５０件 目標受領件数 ８０件

R3年度 ６０件
R4年度 ７０件

通院中の血液データを用いて特定健診の結
果として情報提供された件数

令和元年度
提出件数101件

目標受領件数 ２００件
R3年度 １３０件
R4年度 １７０件

受診対象者のうちの健診受診率
令和元年度
人間ドック利用者
1778人

利用者数２，０００人
R3年度 １８５０件
R4年度 １９５０件

参加者が翌年特定健診を継続して受診した
割合 令和３年度より実施のため現状値なし

参加者の特定健診継続受診率
８４％

（R3は前年度の実施がないため評価せず）
R4 ８２％

対象者の健診受診率 令和３年度より実施のため現状値なし 受診率 18%
R3年度 16.5％
R4年度 17.5％

アウトカム指標
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対策 既存/新規 事業名 事業の目的及び概要 対象者 指標 現状値
（令和元年度）

目標値

特
定
保
健
指
導

既存 特定保健指導

生活習慣病の発症・重症化予防を目
的として、特定健診結果から階層化
（積極的支援、動機付け支援）され
た対象者に内臓脂肪を減らすための
保健指導を実施する

積極的支援：特定健診の結果、生
活改善を必要とし、専門職による
継続的な支援が必要な方
動機付け支援：特定健診の結果、
生活改善を必要とし、生活習慣を
変えるために意思決定の支援が必
要な方

対象者への個別通知を発
送した割合

100% 100%

既存
特定保健指導利用
勧奨事業

特定保健指導利用率の向上をの目的
として、特定保健指導未利用者に対
して、段階的に方法の異なる利用勧
奨（電話かハガキ、再勧奨通知、家
庭訪問）を行う

特定保健指導未利用者
未利用者へ利用勧奨を実
施した割合

100％ 100％

新規
特定保健指導医療
機関利用勧奨事業

医療機関における特定健診の結果説
明時に特定保健指導の利用勧奨を積
極的に行う
（令和３年度はモデル事業として一
部の医療機関で実施予定）

特定保健指導対象者 利用勧奨実施医療機関数
令和３年度より、モデル

事業として開始
15医療機
関

既存
糖尿病重症化予防

事業

糖尿病を重症化させないために家庭
訪問による保健指導及び、食習慣を
中心とした生活改善のための集団指
導を行う

前年度の特定健診でHbA1c6.5以
上で、優先して治療する疾患のな
い者

対象者への個別案内した
割合
家庭訪問による面接指導
した割合

100％
69.6％

100%
70％

新規 糖尿病性腎症重症
化予防事業

糖尿病性腎症の重症化を予防するた
め、対象者を抽出し、本人健診実施
医療機関に通知 健診実施医療機関
と相談ののち、専門医と連携して腎
機能の低下を防ぐ体制を構築する

当該年度の健診結果を分析し、
HbA1cが6.5以上でeGFRが低
下、尿蛋白が出ている者

対象者へ通知した割合 令和2年度より実施
（令和元年度２２５名）

80%

新規
高血圧重症化予防

事業

高血圧を重症化させないために家庭
訪問や来所相談による面談指導及び
電話指導等の保健指導を行う

前年度の特定健診で高血圧Ⅱ度以
上の服薬治療者でBMI２５以上及
び腹囲が男性85㎝以上・女性９
０㎝以上で、優先して治療する疾
患のない者

対象者へ指導した割合
令和３年度から実施

（令和元年度２０６名）
６０%

新規
健診異常者値放置
者受診勧奨事業

特定健診受診後その結果に異常値が
あるにも関わらず医療機関受診が確
認できない者を抽出し、受診勧奨を
行う

前年度の健診にて受診勧奨値があ
り現年度においても医療機関受診
が確認できない方

対象者へ通知又は、電話
で受診勧奨した割合

令和2年度より実施
（令和元年度５００名） 80%

新規
生活習慣病治療中
断者受診勧奨事業

これまで生活習慣病で定期受診して
いたが、その後定期受診を中断して
しまった者を特定し受診勧奨を行う

前年度の医療レセプトにて生活習
慣の治療を中断している者

対象者へ通知又は、電話
で受診勧奨した割合

令和2年より実施
（令和元年度２４７名） 80%

生
活
習
慣
病
重
症
化
予
防
事
業

特
定
保
健
指
導
利
用
率
・

実
施
率
向
上
事
業

アウトプット指標
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指標 現状 R5年度の目標値 各年度の目標値

特定保健指導実施率 （令和元年度）16.8％ 特定保健指導実施率 23% 令和３年度 21％
令和４年度 22％

特定保健指導利用率 （令和元年度）14.7％ 特定保健指導利用率 16.5% R3年度 15.5％
R4年度 16.0％

医療機関からの特定保健指導利用者数 令和３年度より実施のため現状値なし 利用者数 40人
R3年度 20人
R4年度 30人

①個別継続指導実施者のHbA1c値の改善率
②教室参加者のHbA1c値の改善率

①現状値なし
②令和元年度 改善率86.1%

①個別継続指導実施者のHbA1c値の改善率
60％
③教室参加者のHbA1c値の改善率 76%

R3年度
①個別継続指導実施者のHbA1c値の改善率50％
②教室参加者のHbA1c値の改善率74％
R4年度
①個別継続指導実施者のHbA1c値の改善率55％
②教室参加者のHbA1c値の改善率75％

①健診実施医療機関への受診率
②健診実施医療機関から専門医への紹介率
③対象者のうち糖尿病未治療者、治療中断
者が治療につながった率
④新規透析患者のうちの糖尿病有病率

①令和２年度より実施のため現状値なし
②令和２年度より実施のため現状値なし
③令和２年度より実施のため現状値なし
④R元年度 糖尿病有病率56.3％
      新規透析患者 23人
     （うち糖尿病有病者13人）

【短期目標】
①健診実施医療機関への受診率 50％
②健診実施医療機関から専門医への紹介率35％
③糖尿病未治療者、治療中断者が治療につながった率 50％

④新規透析患者のうちの糖尿病有病率 ５０％

R3年度
①健診実施医療機関への受診率 40％
②健診実施医療機関から専門医への紹介率 25％
③糖尿病未治療者、治療中断者が治療につながった率 40％
R4年度
①健診実施医療機関への受診率 45％
②健診実施医療機関から専門医への紹介率 30％
③糖尿病未治療者、治療中断者が治療につながった率 45％

継続保健指導を実施した者のうち
①血圧値が改善した者の割合

②体重が減少した者の割合

令和３年度より実施のため現状値なし
継続保健指導を実施した者のうち
①血圧値が改善した者の割合  60％

②体重が減少した者の割合   60％

①R3年度   50％
 R4年度   55％

②R3年度   50％
 R4年度   55％

受診勧奨通知送付後の医療機関受診率 令和２年度より実施のため現状値なし 対象者の医療機関受診率1０％
R3年度 １0％
R4年度 １0％

受診勧奨通知送付後の医療機関受診率 令和２年度より実施のため現状値なし 対象者の医療機関受診率2０％
R3年度 2０％
R4年度 ２０％

アウトカム指標
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対策 既存/新規 事業名 事業の目的及び概要 対象者 指標 現状値
（令和元年度）

目標値

既存
重複・頻回受診者
重複投薬者対策事

業

過剰な受診や内服が疑われる被保険
者のレセプトを確認。必要な受診や
内服ではないと判断した者に適正受
診や内服の指導を行う

連続する３か月間に主に精神科に
関する項目で、
①重複受診者：同一月に同一疾患
で３機関以上を受診している者
②頻回受診者：同一医療機関に月
１５日以上の受診がしている者

対象者へ通知した割合

100%
（令和元年度重複受診重
複投薬者１０名、頻回受

診対象者なし）

100%

既存
ジェネリック医薬
品利用促進事業

年３回先発医薬品からジェネリック
医薬品に変更した際の自己負担額の
差額を通知しジェネリック医薬品へ
の理解度を高め医療費削減に努める

先発医薬品からジェネリック医薬
品に変更した際200円以上の差額
が生じる者

対象者へ通知した割合 １００％
（令和元年度）

95%

医
療
費
適
正
化
事
業

アウトプット指標
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指標 現状 R5年度の目標値 各年度の目標値

指導した者のうちの改善率
令和元年度
 重複受診、重複投薬者改善率 100％
 頻回受診者 対象者なし

【短期目標】
重複受診、重複投薬者改善率80％
頻回受診改善率80％

重複受診、重複投薬者数50％減
頻回受診者数50％減

R3年度、R4年度
重複受診、重複投薬者改善率80％
頻回受診改善率80％

先発医薬品からジェネリック医薬品に切り
替えた率

令和元年度
 75.4％

ジェネリック医薬品シェア率80% R3年度 ７８％
R4年度 ７９％

アウトカム指標
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１ 個人情報の保護 

ア 特定健康診査・特定保健指導の記録の管理・保存 

特定健康診査・特定保健指導の記録の管理・保存期間については、特定健康診査・特定保健 

 指導を実施した後、５年間保存とします。 

ただし、ほかの医療保険者に異動する等、加入者でなくなった場合は、異動年度の翌年度末

まで保存することとします。 

イ 記録の提供の考え方 

加入する医療保険が替わる場合のデータ移動については、次の条件をすべて満たす場合のみ

可能として、原則ではなく例外として行うものとします。 

（１）新保険者が、旧保険者である平塚市でのデータも含め、全体的なデータ管理を行う意向 

が強い場合。 

（２）本人が新保険者のデータ管理に対する意向に同意・賛同するものの、散逸等により本人 

から新保険者へ提供できないため、新保険者が旧保険者である平塚市から提供を受けるこ 

とに同意する場合。 

（３）平塚市でのデータ保存期間内に、本人からデータ提供の申し入れが行われた場合。 

ウ 個人情報保護対策 

特定健康診査・特定保健指導の記録の取り扱いに当たり、個人情報保護の観点から適切な対

応を行います。 

（１）個人情報保護法に基づく「平塚市個人情報保護条例」及び関連するその他の法令に基づ

いて行います。

（２）関係職員に法令等における職員の義務について周知を図ります。 

（３）特定健康診査・特定保健指導を外部委託する場合は、個人情報の厳重な管理や目的外使 

用の禁止等を契約書等に定めます。 

第４章 計画の取り扱い

○国民健康保険法

 第百二十条の二 保険者の役員若しくは職員又はこれらの職にあった者が、正当な理由なしに、国民健康保険事業に関して職務

上知得した秘密を漏らしたときは、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 

○高齢者の医療の確保に関する法律 

 第二十八条 保険者は、特定健康診査等について、健康保険法第六十三条第三項各号に掲げる病院又は診療所その他適当と認

められるものに対し、その実施を委託することができる。この場合において、保険者は、受託者に対し、委託する特定健康診査等の

実施に必要な範囲内において、厚生労働省令で定めるところにより、自らが保存する特定健康診査又は特定保健指導に関する記

録の写しその他必要な情報を提供することができる。 

第三十条 第二十八条の規定により保険者から特定健康診査等の実施の委託を受けた者（その者が法人である場合にあって

は、その役員）若しくはその職員又はこれらの者であった者は、その実施に関して知り得た個人の秘密を正当な理由がなく漏らして

はならない。 

第百六十七条 第三十条の規定に違反して秘密を漏らした者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。 
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２ 計画の周知 

特定健康診査・特定保健指導及びその実施計画については、市のホームページや広報紙等で、

平塚市国民健康保険被保険者や地域住民に周知を図ります。

３ 計画の評価と見直し 

特定健康診査・特定保健指導実施計画については、毎年度実績を評価し、実施体制、周知方法、

委託事業者及び事業実施方法等についての検証を行います。検証は、次年度以降の事業に反映で

きるよう、速やかに実施します。計画の実効性を高めるため、計画期間内であっても評価及び検

証に基づき、必要に応じて記載内容の見直しを行うなど、柔軟に対応します。

４ 事業運営上の留意事項 

特定健康診査・特定保健指導は、健康増進法で実施しているその他の健診等についても、可能 

な限り連携して実施します。 
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１ 医療費分析 

（１） 入院、入院外医療費 

被保険者一人当たりの医療費については、入院及び入院外ともに年々増加傾向にありますが、

特に入院外医療費については著しく増加しています。（図表４７）

 入院、入院外の医療費の割合等を神奈川県及び全国と比較してみると、入院については１件当

たり医療費、１日当たり医療費の構成比が、全国より高くなっていますが、入院外は１件当たり

の受診回数を除く４項目について全国より高くなっています。（図表４８）

 そのため、重症化してから医療機関を受診している可能性が考えられます。

第５章 国民健康保険医療費の分析と参考資料

図表４７ 入院、外来の被保険者一人当たり医療費の推移  

ＫＤＢシステムから

図表４８ 医療費の構成比（平成２８年度）

ＫＤＢシステムから

外来 平塚市 神奈川県 全国
外来費用の割合 61.1% 62.9% 60.1%
１件当たり医療費 22749 22182 21819
１人当たり医療費 184196 182951 178541
１日当たり医療費 14150 14225 13906
１件当たり受診回数 1.57 1.57 1.57

入院 平塚市 神奈川県 全国
入院医療費の割合 38.9% 37.1% 39.9%
１件当たり医療費 550456 556605 531782
１人当たり医療費 117244 108067 118417
１日当たり医療費 35759 39266 34028
１件当たり日数 15.39 14.18 15.63

（円）
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（２） 疾病別医療費 

平成２８年度の医療費を疾病大分類別にみると、入院では循環器系の疾患（１９．４％）で一番

多く、次に新生物（１９．１％）、精神及び行動の障害（１３．３％）となり、３疾病で入院医

療費の５２％を占めています。入院外では、内分泌、栄養及び代謝疾患が１５．３％で一番多く、

循環器系の疾患、尿路性器系の疾患と次いでいます。（図表４９）

 中分類別の医療費では、入院は統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害が約６億３千万

円で一番多く、入院外では腎不全が約１１億２千７百万円で、１位となり、２位は糖尿病、３位

が高血圧性疾患、４位が内分泌、栄養及び代謝疾患となっており、生活習慣病が上位を占めてお

ります。入院と入院外の合計でみても、生活習慣病又はそのエンドステージの疾患が上位を占め

ていることが分かります。（図表５０）

図表４９ 平成 28年度疾病大分類別医療費割合（入院、入院外）

ＫＤＢシステムから

-47-



（入外合計）

中分類別疾患 疾病別医療費（円）
総医療費に占
める割合

中分類別疾患 疾病別医療費（円）
総医療費に占
める割合

1 腎不全 1,437,953,310 7.2% 7 その他の内分泌、栄養及び代謝障害 744,685,920 3.7%

2 糖尿病 1,184,004,030 6.0% 8 その他の消化器系の疾患 602,313,900 3.0%

3 高血圧性疾患 920,585,920 4.6% 9 虚血性心疾患 493,977,320 2.5%

4 その他の悪性新生物 1,015,645,630 5.1% 10 その他の眼及び付属器の疾患 558,514,170 2.8%

5 統合失調症、統合失調症型障害及び妄想性障害924,239,570 4.6% その他（上記以外の疾患） 11,032,133,340 55.5%

6 その他の心疾患 965,911,460 4.9% 総医療費 19,879,964,570

（入院） （入院外）

中分類別疾患 疾病別医療費（円）
入院医療費に
占める割合

中分類別疾患 疾病別医療費（円）
外来医療費に
占める割合

1
統合失調症、統合失調症型
障害及び妄想性障害

631,911,930 8.2% 1 腎不全 1,127,341,780 9.3%

2 その他の心疾患 485,792,040 6.3% 2 糖尿病 1,072,743,640 8.8%

3 その他の悪性新生物 513,502,700 6.6% 3 高血圧性疾患 906,584,810 7.5%

4 虚血性心疾患 344,378,110 4.5% 4
その他の内分泌、栄養及び代謝
障害

717,596,440 5.9%

5 その他の呼吸器系の疾患 363,756,330 4.7% 5 その他の眼及び付属器の疾患 472,092,710 3.9%

6 その他の消化器系の疾患 254,783,490 3.3% 6 その他の悪性新生物 502,142,930 4.1%

7 骨折 241,444,850 3.1% 7 その他の心疾患 438,250,370 3.6%

8 腎不全 310,611,530 4.0% 8 その他の消化器系の疾患 347,530,410 2.9%

9 脳梗塞 214,085,670 2.8% 9 ウイルス肝炎 190,276,860 1.6%

10 その他の神経系の疾患 185,878,040 2.4% 10
統合失調症、統合失調症型障害
及び妄想性障害

292,327,640 2.4%

その他（上記以外の疾患） 4,186,111,340 54.1% その他（上記以外の疾患） 6,080,820,950 50.1%

7,732,256,030 12,147,708,540入院総医療費 外来総医療費

図表５０ 平成 28年度疾病中分類別医療費上位 10疾病（入院、入院外、合計） 

ＫＤＢシステムから
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（３） 生活習慣病等医療費の状況  

本市の生活習慣病における特徴を把握するため、平成２８年度生活習慣病にかかる医療費を年

齢別人口により調整した標準化医療費で県との比較を行ったところ、男性については、糖尿病及

び精神の入院外来、がん及び心筋梗塞の外来が県より高いほかは県と同等か低く、女性について

は県と比べて糖尿病の入院外来、精神及び心筋梗塞の入院について県を上回っており、男女とも

糖尿病、心筋梗塞といった生活習慣病の医療費が高くなっていることが、本市における特徴的な

課題の１つであるといえます。

図表５１ 平成 28 年疾病別（生活習慣病）標準化医療費の差（神奈川県との比較） 
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（４） 高額レセプト状況 

平成２８年６月診療分のレセプトを費用額で区分して構成割合をみると件数構成割合では３万

円以下のレセプトが約８割を占め、１０万円以上の高額レセプトは全体の４．７％となっていま

すが、費用構成割合でみると医療費の半分以上が高額レセプトによるものであることから、重症

化させない取組が必要になります。（図表５２）

 ５０万円以上となった高額レセプトの疾病内容をみるとその他の悪性新生物と腎不全が一番多

く発生していることが分かります。（図表５３）

図表５２ 費用額別の件数及び費用額の構成  図表５３ 50万円以上のレセプトにおける疾病 

     割合（平成 28年 6 月診療分）      （中分類）の状況（平成 27 年 6 月診療分） 

（５） 人工透析患者の状況 

疾病別医療費では腎不全が１位となっておりましたが、その要因としては人工透析にかかる医

療費がほとんどとなっています。実際に人工透析の患者を平成２８年６月診療のレセプトで調べ

ると２２２人であり全体の０．３％ほどになります。また、合併症では高血圧が一番多く、続い

て糖尿病となっています。

 人工透析の起因疾患とは判断できませんが、これらの疾病の対策は必要と思われます。

人数 割合 人数 割合※ 人数 割合※ 人数 割合※ 人数 割合※
20歳代以下 12,069 1 0.0% 0 0.0% 1 100.0% 0 0.0% 0 0.0%
30歳代 6,214 5 0.1% 3 60.0% 5 100.0% 2 40.0% 2 40.0%
40歳代 8,289 30 0.4% 12 40.0% 27 90.0% 18 60.0% 10 33.3%
50歳代 7,312 32 0.4% 23 71.9% 29 90.6% 14 43.8% 19 59.4%
60-64歳 7,358 36 0.5% 18 50.0% 34 94.4% 16 44.4% 16 44.4%
65-69歳 15,333 69 0.5% 35 50.7% 60 87.0% 32 46.4% 34 49.3%
70-74歳 13,357 49 0.4% 22 44.9% 39 79.6% 23 46.9% 21 42.9%
総計 69,932 222 0.3% 113 50.9% 195 87.8% 105 47.3% 102 45.9%

※は人工透析者患者に占める割合

脂質異常症
男性・女性 被保険者数

人工透析患者 糖尿病 高血圧症 高尿酸血症

ＫＤＢシステムから

図表５４ 人工透析のレセプト分析（平成２８年６月診療分）  

疾病（中分類） 件数
１件当たり
費用額（円）

費用額

その他の悪性新生物 59 1,043,886 61,589,300

腎不全 38 827,491 31,444,650

その他の心疾患 36 1,326,445 47,752,020

その他の消化器系の疾患 17 981,543 16,686,230

虚血性心疾患 28 1,126,731 31,548,470

その他の神経系の疾患 14 840,544 11,767,610

脳梗塞 13 809,146 10,518,900

その他の呼吸器系の疾患 34 972,859 33,077,210

症状、徴候及び異常臨床所見・異常、
検査所見で他に分類されないもの

12 872,487 10,469,840

気管、気管支及び肺の悪性新生物 24 1,249,598 29,990,340

ＫＤＢシステムからＫＤＢシステムから
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２ 特定健康診査の検査項目

診 

察 

質問（問診） ◎ 

身長 ◎ 
身長と体重の割合からＢＭＩ(体格指数)を算出し、標準体重、肥満、やせの具合

を調べます。 
体重 ◎ 

ＢＭＩ ◎ 

体重（Kg）÷身長（m）÷身長（m）で算出します。２５kg/㎡以上は太りすぎで、

糖尿病、高血圧、脂質異常症、痛風、脂肪肝など、さまざまな病気を引き起こし

ます。１８．５kg/㎡未満はやせ過ぎです。 

腹囲 ◎ 
内臓脂肪の蓄積具合を調べます。内臓脂肪の面積が１００ｃ㎡に対応する腹囲の

目安が男性８５cm以上、女性９０cm以上です。 

血圧 ◎ 血圧が高いほど心疾患や脳血管障害の発生する危険が高くなります。 

血 

中 

脂 

質 

中性脂肪 ◎ 
過食やアルコールの飲みすぎなど、食生活が大きく影響します。１５０mg/dl 以上

になると動脈硬化が進んだり、脂肪肝の原因になったりすることがあります。 

ＨＤＬコレステロー

ル 
◎ 

血液中の余分なコレステロールを回収して肝臓に運び戻します。動脈硬化を防ぐ

ことから「善玉コレステロール」と呼ばれています。 

ＬＤＬコレステロー

ル 
◎ 

肝臓でつくられたコレステロールを全身の細胞に運ぶ働きをしています。増えす

ぎると、血管を詰まらせたり動脈硬化を引き起こしたりするため、「悪玉コレステ

ロール」と呼ばれています。 

肝 

機 

能 

ＡＳＴ（ＧＯＴ） ◎ 肝臓・心臓・筋肉の病気がある場合は、値が高くなります。 

ＡＬＴ（ＧＰＴ） ◎ 肝臓に異常がある場合は、値が高くなります。 

γ－ＧＴ（γ－ＧＴ

Ｐ） 
◎ 

肝臓が特にアルコールによる障害を受けた場合に上昇します。一般にアルコール

による肝臓障害の指標になります。 

代 

謝 

系 

尿糖 ◎ 
健康時には血液中のブドウ糖は腎臓で再吸収され尿の中には出ません。しかし、

血糖値が高くなると腎臓での吸収がうまくいかずに尿に糖が出やすくなります。 

ＨｂＡ１ｃ ◎ 
食後時間に影響されにくい、過去１～２か月間の平均の血糖値を反映するため、

糖尿病の診断、長期間の血糖コントロールの目安となります。 

血清尿酸 ◎ 尿酸が高い状態が続くと痛風になる危険があり、動脈硬化も進みます。 

尿 

・ 

腎 

機 

能 

尿蛋白 ◎ 
陽性（+、++、+++以上）の場合、腎臓・尿管・膀胱・尿道などの異常発見の手が

かりになります。 

血清クレアチニン ◎ 
老廃物の一種で、腎臓の機能が低下すると排泄できなくなり、血液中に増加しま

す。 

貧 

血 

検 

査 

赤血球数 ○ 

貧血は、血液中の血色素が不足している状態です。赤血球も共に減少する場合が

あります。ヘマトクリットは、血液中の赤血球の割合を示すもので、値が低いと

貧血が疑われ、値が高いと血管が詰まりやすい状態であることが分かります。 

血色素量 ○ 

ヘマトクリット値 ○ 

１２誘導心電図 ○ 
心筋の働きの状態を電気的に記録したもので、不整脈、心筋の肥大等の心臓の異

常を調べます。 

眼底検査 □ 
肉眼でみられる唯一の血管である網膜の変化をみます。目の病気だけでなく、動

脈硬化・高血圧・糖尿病性変化などの所見が得られます。 

◎：必須項目  ○：医師の判断により実施する項目  □：基準に該当し、医師の判断に基づき実施する項目 
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３ 特定健康診査におけるメタボリックシンドロームの判断基準 

腹囲：男性が８５ｃｍ以上・女性が９０ｃｍ以上

はいいいえ

メタボリックシンドローム

非該当

下記の①～③の項目にいくつ該当しますか

①血糖高値 空腹時血糖１１０mg/dl 以上又は※ＨｂＡ１ｃ６．０％（ＮＧＳＰ値）以上又は糖尿病の

薬剤治療をしている方 

②脂質異常 中性脂肪１５０mg/dl 以上又はＨＤＬコレステロール４０mg/dl 未満又は脂質異常の薬剤

治療をしている方 

③血圧高値 収縮期血圧１３０ｍｍHg 以上又は拡張期血圧８５ｍｍHg 以上又は高血圧の薬剤治療をし

ている方 

２つ以上該当 １つ該当 該当しない

メタボリックシンドローム

非該当

メタボリックシンドローム

予備群該当

メタボリックシンドローム

該当
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４ 特定保健指導の判定基準 

  特定保健指導の判定基準は、下図のとおりです。特定健康診査の結果により、特定保健

指導の対象者を把握しています。具体的には、糖尿病や脂質異常症、高血圧症の治療をしてい

ない方で、以下の基準にも該当する方が対象となります。

腹囲等
追加リスク

④＊喫煙歴
対象者

①血糖②脂質③血圧 ４０～６４歳 ６５～７４歳

腹囲

男性８５ｃｍ以上

女性９０ｃｍ以上

２つ以上該当 あり・なし
積極的支援

動機付け支援
１つ該当

あり

なし

上記以外で

ＢＭＩ２５kg/㎡

以上 

３つ該当 あり・なし
積極的支援

動機付け支援２つ該当
あり

なし

１つ該当 あり・なし

①血糖高値：空腹時血糖１００mg/dl 以上又はＨｂＡ１ｃ５．６％（ＮＧＳＰ値）以上 

②脂質異常：中性脂肪１５０mg/dl 以上又はＨＤＬコレステロール値４０mg/dl 未満 

③血圧高値：収縮期（最大）血圧１３０mmHg 以上又は拡張期（最小）血圧８５mmHg 以上 

④喫 煙 歴：あり・なし 

＊喫煙歴とは「合計１００本以上又は６か月以上吸っている者であり、かつ最近１か月間も 

吸っている者」をいいます。

５ 特定保健指導の対象 

特定保健指導は、特定健康診査の結果から内臓脂肪の蓄積やリスク（①血糖②脂質③血圧④喫煙）

の数に着目して階層化を実施し、それぞれの階層に合わせた保健指導を実施するものです。

特定健康診査から特定保健指導の流れ

特定健康診査の実施

特定健康診査

階層化の実施

（自動判定）

結果通知

特定保健指導

積極的支援
 対象者が自ら健康状態を自覚して、生活習慣の改善に自主的かつ継

続的に取り組めるように、管理栄養士等による保健指導（面接や電話

による）が３か月以上にわたり行われます。

動機付け支援
 原則１回の面接支援で保健指導が行われます。

情報提供（特定保健指導に該当しない人）
健診結果等から自らの身体状況を認識し、生活習慣を見直すきっか

けとなるよう、健診結果にあわせて個人の生活習慣や改善に関する基

本的な情報提供が行われます。
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６ 用語解説 

※ 神奈川県国民健康保険団体連合会 

国民健康保険団体連合会は国民健康保険法第８３条に基づき、会員である保険者（市町村及び国 

民健康保険組合）が共同でその目的を達成するため必要な事業を行うことを目的に設立された公法人で、

設立に当たっては都道府県知事の認可を必要とし、全国 47 都道府県にそれぞれ設立されています。 

※ 生活習慣病

高血圧症、脂質異常症、糖尿病、がん等その発病や経過が生活習慣に密接にかかわる疾病をいいます。 

※ 高齢者の医療の確保に関する法律 

  平成２０年４月１日にそれまでの「老人保健法」から現在の題名に変更され、後期高齢者医療制

度が発足しました。この法律は、国民の高齢期における適切な医療の確保を図るため、医療費の適

正化を推進するための計画の作成及び保険者による健康診査などの実施に関する措置を講ずること

などを定めています。 

※ 内臓脂肪型肥満 

内臓脂肪【腹腔内の腸間膜、大網（胃の下部から垂れて腸の前面を覆う脂肪に富んだ薄い膜。 

胃腸を保護する。）等に存在する脂肪細胞内に貯蔵された脂肪】の蓄積している肥満をいいます。 

※ 平成２０年度厚生労働省告示第３号 

特定健康診査の対象にならない者が告示されています。 

（１）妊産婦  

（２）刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている者 

（３）国内に住所を有しない者 

（４）船員保険の被保険者のうち相当な期間継続して船舶内にいる者 

（５）病院又は診療所に６月以上継続して入院している者 

（６）高齢者の医療の確保に関する法律（昭和 57 年法律第 80号）第５５条第１項第 2号から第 5

号までに規定する施設に入所又は入居している者（例：障害者支援施設・特別養護老人ホー

ム・養護老人ホーム・一部の有料老人ホーム・軽費老人ホーム・介護老人保健施設） 

※ ＨｂＡ１ｃ 

ＨｂＡ１ｃ（ヘモグロビン A１c）の検査値は、過去１～２か月間の平均の血糖値を反映するため、

糖尿病の疑いがないか調べることができます。特定健康診査においては、平成２４年度まで、日本

で従来使用されていたＪＤＳ値で表記することとされていましたが、平成２５年度からは海外で標

準的に使用されているＮＧＳＰ値（１．０２×ＪＤＳ値＋０．２５で算出され、ＪＤＳ値におおよ

そ０．４を加えた値になります）で表記することとされており、本計画におけるＨｂＡ１ｃの表記

はすべてＮＧＳＰ値となっています。 

※ リスクパターン

  メタボリックシンドロームを発症させる危険因子の組み合わせです。 

※ 実施率 

  特定保健指導対象者のうち、特定保健指導に最後まで参加した人（終了者）の割合です。 

※ 利用率

特定保健指導対象者のうち、初回面接に参加した人（利用者）の割合をいいます。
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